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３月２４日～４月２０日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：３９ｎＧｙ /ｈ、最低値：３６ｎＧｙ /ｈ、平均値：３８ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度
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　近年、全国各地に甚大な被害をもたらしている台風により大雨災害が発生した場合に、とるべき行動を示し
た啓発マンガリーフレットを作成しました。
　リーフレットは道危機対策課ホームページに掲載していますので、ご覧ください。
道危機対策課ホームページ　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/masaka.htm

「（仮称）北海道小樽余市風力発電所」に係る事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために
適切な配慮をしなければならない事項についてとりまとめた「計画段階環境配慮書」の縦覧を次のとおり
行いますので、お知らせします。
【縦覧書類】（仮称）北海道小樽余市風力発電所　計画段階環境配慮書
【縦覧場所】
　・余市町役場経済部商工観光課
　・電子縦覧 URL　https://www.sojitz.com/jp/news/docs/200424.pdf
【縦覧期間】4 月 24 日（金）～ 5月 28 日（木）　午前９時～午後５時、土・日・祝日を除く

問合せ／双日株式会社　環境インフラ事業部　担当：伴

☎ 080-2066-9302　〒 100-8691 　東京都千代田区内幸町 2-1-1

商工観光課からのお知らせ～計画段階環境配慮書の縦覧～

北海道危機対策課からのお知らせ～ 「まさかは必ずやってくる」

　問合せ　北海道総務部危機対策局危機対策課　 ☎０１１―２0４ー５９００

（農業者の皆さまへ） 電気柵・箱わな購入を補助します

　近年、ヒグマやエゾシカ等の大型有害鳥獣による農業被害や、特定外来生物であるアライグマによる被害が
急増しており、本町でも被害防止対策に力を入れているところです。
　そこで有害鳥獣による農業被害の防止を目的に被害防止対策設備（電気柵・箱わな）購入に対する補助を実
施します。
　希望する方は交付申請書に関係書類を添付し、農林水産課まで提出してください。

申請受付　提出期日：５月２９日（金） （※期日厳守） 
　　　　　提出書類：１．交付申請書　　　　　　　　２．見積書の写し（２社以上）
　　　　　　　　　　３．設置場所位置図（任意様式）４．納税対応状況申出書
補助設備　電気柵（有害鳥獣侵入防止を目的とするもの。）
　　　　　箱わな（特定外来生物アライグマ捕獲目的とするもの。）
　　　　　※既に購入済のものや補修用部品等の購入は対象となりません。
提出場所　農林水産課（役場２階）

　問合せ　農林水産課　 ☎２１―２１２３
そ の 他　申請様式等は「余市町ホームページ」農林水産課または、ＪＡよいち（営農販売部）にあります。

補助対象　補助要件等の詳細についてはお問合せください。 補助率等　

購入金額の１／２以内
電気柵：５万円（上限）
箱わな：１万円（上限）


